
①　借り手

②　貸し手

③　借りる土地　・　年貢

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

愛南町

④筆ごとに決まっていない場合

※「借賃」は、当該土地の１年分の借賃（期間借地の場合には、利用期間に係る年分の借賃）の
額を記載する。中間管理機構の指定口座へ振り込む。または、自動口座振替とする。

・賃貸借 １年あたり全部で　　　　　　　　　　　　　　　円 （１０a当り　　　　　　　円） を

自動口座振替　　（引落し）

無償

※「借賃の支払方法」について、第1回の借賃の振込は、設定日が４月から９月までは翌年２月26日又は

翌年２月20日とし、当該期間の月割金額とする。また、10月から翌年３月までは、翌年の８月26日又は

翌年の８月20日とし、当該期間の月割金額とする。但し、自動口座振替を選択した場合は、２月20日は

２月16日及び８月20日は８月16日とする。なお、16日又は20日が休日にあたる場合は、翌営業日とする。

⑤　物納による賃貸借の場合 借り手から貸し手に直接支払うものとする。

１年あたり全部で　　　　米　0.5　　　　　　俵　・　袋　・　ｋｇ （１０a当り　　　　　　　俵）

を毎年　　　　月　　　　日までに

貸主宅に持参　・　貸主の帰省時に手渡し　・　貸主の指定する親類宅に持参

※貸し手が、賃料等を物納とする場合には、借り手の合意のもと、「物納による賃料等譲渡合意書」に、
また、借り手が、賃料等の物納に同意する場合には、「物納による賃料等譲渡承諾書」に、
それぞれ、必要な事項を記入し、市町に提出する必要があるので、申し出てください。

④　借入期間

原則　５年以上

※農地中間管理権の期間については、地域計画の達成及び貸付先の経営の安定・発展に資するよう、
極力１０年以上となるようにするものとする。
ただし、５年未満を希望する場合には、５年で設定し、期限内で合意解約することも可能。

※　記入の上農業委員会へご提出下さい。

※筆ごとに借賃が決まっている場合は、筆ごとに記入する。
（面積での計算方法：全体の年貢÷全体の面積×1筆の面積）

・使用貸借

または　米以外　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ほか　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5 年

水 田 ・ 普 通 畑 ・ 樹 園 地 ・ ほ か （ ）

水 田 ・ 普 通 畑 ・ 樹 園 地 ・ ほ か （ ）

水 田 ・ 普 通 畑 ・ 樹 園 地 ・ ほ か （ ）

水 田 ・ 普 通 畑 ・ 樹 園 地 ・ ほ か （ ）

3000

水 田 ・ 普 通 畑 ・ 樹 園 地 ・ ほ か （ ）

増田1966 田 2375 水 田 ・ 普 通 畑 ・ 樹 園 地 ・ ほ か （ ）

地　　番 地　　目 地　積　㎡ 利 用 内 容 に ○ を す る 借 賃 （円）

増田1965 田 1534 水 田 ・ 普 通 畑 ・ 樹 園 地 ・ ほ か （ ） 2000

住　　　所 氏　　　名 電話番号

798-4408 愛南町一本松３５３５ 一本松　花子 090-9876-5432

電話番号

798-4131 愛南町城辺甲２４２０ 愛南　太郎 090-1234-5678

※名義人が死亡の場合は、別途提出書類がありますので、事務局に申し出てください。

※借り手・貸し手とも、携帯電話など、常に確実に繋がる電話番号をご記入ください。

郵便番号 住　　　所

利用権（農地中間管理事業）設定確認事項

氏　　　名

郵便番号

記入例

物納の記入例

借賃は、借り手が農地中間管理機構に借賃を

支払い、機構が貸し手に借賃を支払います。

正しい金額をご記入ください。


